
 

○学 校 教 育 法 施 行 規 則  

 

 

第 一 章  総 則  

第 一 節  設 置 廃 止 等  

第 一 条  学 校 には、その学 校 の目 的 を実 現 するために必 要 な校 地 、校 舎 、校 具 、運 動 場 、図 書 館 又

は図 書 室 、保 健 室 その他 の設 備 を設 けなければならない。 

② 学 校 の位 置 は、教 育 上 適 切 な環 境 に、これを定 めなければならない。  

 

第 四 章  小 学 校  

第 一 節  設 備 編 制  

第 四 十 条  小 学 校 の設 備 、編 制 その他 設 置 に関 する事 項 は、この節 に定 めるもののほか、小 学 校 設

置 基 準 (平 成 十 四 年 文 部 科 学 省 令 第 十 四 号 )の定 めるところによる。 

第 四 十 一 条  小 学 校 の学 級 数 は、十 二 学 級 以 上 十 八 学 級 以 下 を標 準 とする。ただし、地 域 の実 態  

その他 により特 別 の事 情 のあるときは、この限 りでない。  

第 四 十 二 条  小 学 校 の分 校 の学 級 数 は、特 別 の事 情 のある場 合 を除 き、五 学 級 以 下 とし、前 条 の学  

級 数 に算 入 しないものとする。 

 

第 五 章  中 学 校  

第 六 十 九 条  中 学 校 の設 備 、編 制 その他 設 置 に関 する事 項 は、この章 に定 めるもののほか、中 学 校

設 置 基 準 (平 成 十 四 年 文 部 科 学 省 令 第 十 五 号 )の定 めるところによる。 

第 七 十 九 条  第 四 十 一 条 から第 四 十 九 条 まで、第 五 十 条 第 二 項 、第 五 十 四 条 から第 六 十 八 条 まで

の規 定 は、中 学 校 に準 用 する。この場 合 において、第 四 十 二 条 中 「 五 学 級 」 とあるのは「 二 学

級 」 と、第 五 十 五 条 から第 五 十 六 条 の二 まで及 び第 五 十 六 条 の四 の規 定 中 「 第 五 十 条 第

一 項 」 とあるのは「 第 七 十 二 条 」 と、「 第 五 十 一 条 （ 中 学 校 連 携 型 小 学 校 にあつては第 五 十

二 条 の三 、第 七 十 九 条 の九 第 二 項 に規 定 する中 学 校 併 設 型 小 学 校 にあつては第 七 十 九

条 の十 二 において準 用 する第 七 十 九 条 の十 二 において準 用 する第 七 十 九 条 の五 第 一 項 ） 」

とあるのは「 第 七 十 三 条 （ 併 設 型 中 学 校 にあつては第 百 十 七 条 において準 用 する第 百 七 条 、

小 学 校 連 携 型 中 学 校 にあつては第 七 十 四 条 の三 、連 携 型 中 学 校 にあつては第 七 十 六 条 、

第 七 十 九 条 の九 第 二 項 に規 定 する小 学 校 併 設 型 中 学 校 にあつては第 七 十 九 条 の十 二 に

おいて準 用 する第 七 十 九 条 の五 第 二 項 ） 」 と、「 第 五 十 二 条 」 とあるのは「 第 七 十 四 条 」 と、

第 五 十 五 条 の二 中 「 第 三 十 条 第 一 項 」 とあるのは「 第 四 十 六 条 」 と、第 五 十 六 条 の三 中 「 他

の小 学 校 、議 義 務 教 育 学 校 の前 期 課 程 又 は特 別 支 援 学 校 の小 学 部 」 とあるのは「 他 の中

学 校 、義 務 教 育 学 校 の後 期 課 程 、中 等 教 育 学 校 の前 期 課 程 又 は特 別 支 援 学 校 の中 等

部 」 と読 み替 えるものとする。 

 


